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部
落
解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
中
央

実
行
委
員
会
か
ら
２
０
２
１
年
度
第
１

次
中
央
集
会
へ
の
参
加
要
請
が
あ
り
、

２
０
２
１
年
10

月
28

日
（
木
）
に
、
東
京

都
・
日
本
教
育
会
館
・
一
ツ
橋
ホ
ー
ル
（
東

京
都
千
代
田
区
）
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、

全
国
か
ら
４
３
２
人
が
参
加
し
、
鳥
取
県

実
行
委
員
会
か
ら
宮
脇
正
道
湯
梨
浜
町
長

（
県
実
行
委
員
会
副
会
長
）
、
解
放
同
盟
県

連
か
ら
は
坂
根
副
委
員
長
、
長
束
書
記
長
、

前
田
県
連
執
行
委
員
、
下
吉
倉
吉
市
協
議

会
事
務
局
長
が
参
加
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
、来
賓
あ
い
さ

つ
や
国
会
議
員
要
請
行
動
は
中
止
さ
れ
た
。

　

集
会
で
は
、
組
坂
繁
之
中
央
実
行
委
員

会
副
会
長
の
開
会
あ
い
さ
つ
、
主
催
者
あ

い
さ
つ
を
佐
々
木
基
文
高
野
山
真
言
宗
社

会
人
権
局
長
が
代
読
し
、
基
調
提
案
は
西

島
中
央
書
記
長
が
行
っ
た
。
そ
の
後
、
特

別
報
告
と
し
て
「
全
国
部
落
調
査
復
刻
版

出
版
事
件
」
裁
判
闘
争
の
取
組
と
し
て
、

片
岡
明
幸
中
央
副
委
員
長
か
ら
報
告
が

あ
っ
た
。

　

今
集
会
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
１
年
半

ぶ
り
に
開
催
し
た
集
会
で
あ
り
、
ま
た
、

「
全
国
部
落
調
査
復
刻
版
出
版
事
件
」
の
裁

判
判
決
後
の
集
会
と
し
て
、
今
後
の
取
組

を
確
認
す
る
意
義
を
持
っ
た
集
会
で
あ
っ

た
。
片
山
中
央
副
委
員
長
の
報
告
で
は
、

判
決
に
つ
い
て
は
勝
訴
で
あ
る
が
、
部
落

差
別
の
実
態
が
十
分
に
反
映
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
」

の
み
を
判
断
基
準
と
し
て
お
り
、
差
別
の

現
実
を
社
会
問
題
と
し
て
捉
え
、
差
別
を

な
く
す
る
判
決
を
控
訴
審
で
勝
ち
取
ら
ね

ば
な
ら
な
い
と
語
ら
れ
、
ま
た
、
10

月
11

日
に
控
訴
手
続
き
を
行
っ
た
こ
と
、
控
訴

審
の
東
京
地
裁
で
は
、
主
に
書
面
審
査
が

行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
３
月
ま
で
に

は
何
ら
か
の
判
決
が
出
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
と
の
見
通
し
で
あ
る
と
発
表
さ
れ
た
。

２
０
２
１
年
度
部
落
解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
第
１
次
中
央
集
会

東
京
地
裁
、「
全
国
部
落
調
査
」
の
公
開
は
違
法
行
為

ネ
ッ
ト
も
含
め
一
切
の
公
開
と
出
版
を
許
さ
ず
、

 

損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る

　

東
京
地
方
裁
判
所
で
２
０
１
６
年
春
か
ら
５
年
、「
全
国
部
落
調
査
」
復
刻
版
出
版
事

件
裁
判
の
判
決
言
い
渡
し
が
９
月
27
日
に
行
わ
れ
、「
全
国
部
落
調
査
」
の
発
行
、
販
売

の
禁
止
、
ネ
ッ
ト
上
で
の
情
報
公
開
の
禁
止
、
削
除
命
令
、
原
告
側
の
損
害
賠
償
請
求

を
認
め
る
内
容
と
な
っ
た
。



こ
の
控
訴
審
で
は
、
「
差
別
を
さ
れ
な
い

権
利
」
に
つ
い
て
大
き
く
前
進
さ
せ
て
い

く
こ
と
の
必
要
性
、
国
に
対
す
る
「
差
別

禁
止
法
」
の
制
定
を
求
め
る
こ
と
、
通
信

事
業
者
に
対
す
る
要
請
な
ど
の
必
要
性
が

報
告
さ
れ
た
。

報
告
内
容

　
東
京
地
裁
判
決
の
骨
子

１　

「
全
国
部
落
調
査
」
、
「
復
刻
・
全
国

部
落
調
査
」
、
「
全
国
部
落
解
放
協
議
会

５
年
の
歩
み
」
の
う
ち
25

都
府
県
の
部

分
に
つ
い
て
は
出
版
、
販
売
、
頒
布
し

て
は
な
ら
な
い
。

２　

ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
「
全
国
部
落
調
査
」

の
画
像
フ
ァ
イ
ル
、
同
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ

ル
、
同
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
の
う
ち
25

都
府
県
に
つ
い
て
は
削
除
せ
よ
。

３　

ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
の
25

都
府
県
に
つ
い

て
は
、
今
後
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
、

書
籍
の
出
版
、
出
版
物
へ
の
掲
載
、
放

送
、
映
像
化
な
ど
一
切
の
方
法
に
よ
る

公
表
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

４　

被
告
は
、
原
告
２
１
９
人
に
対
し
て

合
計
４
８
８
万
６
，
５
０
０
円
の
損
害

賠
償
金
を
支
払
え
。

　
（

一

人

当

た

り

５
，

５

０

０

円

～

４
４
，
０
０
０
円
）

５　

被
告
ら
の
反
訴
請
求
は
棄
却
す
る
。

　
地
裁
判
決
の
成
果

１　

被
差
別
部
落
の
一
覧
表
を
公
開
す
る

こ
と
は
、
ど
ん
な
都
府
県
が
対
象
で

あ
っ
て
も
違
法
と
判
断
し
た
。

２　

一
覧
表
の
公
開
は
人
格
権
を
侵
害
す

る
行
為
で
あ
り
、
賠
償
に
加
え
て
差
し

止
め
も
認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
た
。

３　

「
復
刻
版
・
全
国
部
落
調
査
」
の
公
表

に
加
え
「
部
落
解
放
同
盟
関
係
人
物
一

覧
」
の
公
表
に
つ
い
て
も
差
し
止
め
の

必
要
性
と
公
表
に
よ
る
損
害
賠
償
を
認

め
た
。

　
地
裁
判
決
の
問
題
点

１　

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
」
、
「
名
誉
権
」

は
認
め
た
も
の
の
「
差
別
さ
れ
な
い
権

利
」
を
認
め
な
か
っ
た
。

２　

ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
の
被
害
を
理
解
し
て

い
な
い
。

３　

現
在
の
住
所
地
・
本
籍
地
に
か
か
わ

る
原
告
の
み
の
救
済
に
と
ど
ま
っ
た
。

原
告
自
身
が
自
分
の
立
場
を
明
ら
か
に

し
て
講
演
会
等
の
活
動
を
し
て
い
る
場

合
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
は
認
め
ら
れ

な
い
。
議
員
も
同
じ
。

４　

「
復
刻
版　

全
国
部
落
調
査
」
の
日
本

列
島
全
体
の
差
し
止
め
を
認
め
ず
、
一

部
都
道
府
県
を
差
し
止
め
の
対
象
外
と

し
た
。

　

出
版
差
し
止
め
と
な
っ
た
県
（
25
県
）

栃
木
、
群
馬
、
埼
玉
、
新
潟
、
東
京
、
神

奈
川
、
長
野
、
滋
賀
、
京
都
、
大
阪
、
兵

庫
、
奈
良
、
和
歌
山
、
鳥
取
、
島
根
、
岡

山
、
広
島
、
愛
媛
、
香
川
、
高
知
、
福
岡
、

熊
本
、
大
分
、
宮
崎
、
鹿
児
島

　
出
版
差
し
止
め
の
対
象
外
と
な
っ
た
県

千
葉
、
佐
賀
、
長
崎
、
富
山
、
山
口
、
三

重
の
６
県
と
原
告
の
い
な
い
10

県
、
愛
知
、

徳
島
、
岐
阜
、
山
梨
、
茨
城
、
静
岡
、
福
島
、

秋
田
、
福
井
、
石
川
の
合
わ
せ
て
16

県

　

続
い
て
、
特
別
報
告
と
し
て
、
「
兵
庫

県
丹
波
篠
山
市
に
よ
る
差
別
動
画
削
除
に

向
け
た
取
り
組
み
」
に
つ
い
て
橋
本
喜
美

男
兵
庫
県
連
事
務
局
長
が
報
告
を
行
い
、

丹
波
篠
山
市
長
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

同
和
地
区
情
報
の
流
出
に
つ
い
て
、
掲
載

者
に
対
し
削
除
要
請
を
し
て
も
削
除
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
裁
判
を
行
い
、

相
手
方
が
削
除
に
応
じ
た
事
例
に
つ
い
て

報
告
が
な
さ
れ
、
市
長
及
び
自
治
会
長
の

決
断
、
弁
護
士
を
職
員
と
し
て
採
用
し
て

い
た
こ
と
に
よ
り
裁
判
が
ス
ム
ー
ズ
に
行

え
た
例
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。
近
年
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
権
侵
害
事
象
は
目

に
余
る
も
の
が
あ
り
、
ネ
ッ
ト
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
の
推
進
な
ど
、
毅
然
と
し
た
対
応
の

推
進
が
求
め
ら
れ
る
。
以
上
を
も
っ
て
第

１
次
中
央
集
会
は
終
了
し
た
。


